
受動喫煙防止対策の好事例 
-大規模製造業における継続的な喫煙対策- 

平成27年6月3日(水) 

古河電気工業株式会社  

千葉事業所産業医 幸地 勇 



※健康への悪影響は 
明らかに喫煙が大きい 

喫煙が一番健康に悪い！ 



「社員の健康は 
  会社の資産」 
 
喫煙率低下 

受動喫煙対策の強化 

  ＝建物内〜敷地内禁煙＋勤務中の喫煙禁止 

      →禁煙企図の高まり 

禁煙治療 

への誘導 疾病予防 

受動喫煙(PM2.5)対策は全面禁煙、健康管理 

快適職場、経費、経営、労災予防 

労務管理から見た職域の喫煙対策 

産業医大・大和先生HP 
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改正の概要  実情に応じた措置の努力義務 

  ○ 受動喫煙防止対策の例（ハード面） 

労働安全衛生法の一部を改正する法律 

 
敷地内全面禁煙 

 

受動喫煙を完全に排除
可能設備投資が不要 

 

喫煙者の理解を得るこ
とが必要 

 

建物内全面禁煙 
（屋外喫煙所） 

 

維持費は喫煙室より 
安価 

 

喫煙所の設置場所に配
慮が必要 

 

空間禁煙 
（喫煙室） 

 

喫煙者・非喫煙者双方
の理解が得やすい 

設備投資や維持費がか
かる喫煙室からの煙の

漏れに注意が必要 

 

喚気措置 
（接客業など） 

 

顧客がたばこを吸う場
合でも、対策が可能 

 

受動喫煙を完全には防
止できない 

【対策】 【メリット】 【考慮すべき点】 

受
動
喫
煙
防
止
の
効
果 

高 

＋非喫煙者の理解 
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健康日本２１（第二次）の推進に関する研究 
http://www.pbhealth.med.tohoku.ac.jp/japan21/measure.html 
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「好事例の紹介」  ⇒ 「 職域における取り組み」  
       ⇒ 「古河電気工業株式会社千葉事業所における喫煙対策の取り組み」 
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産業医科大学 大和教授のＨＰ 
｢わが国の今後の喫煙対策と受動喫煙対策の方向性と 

その推進に関する研究｣ http://www.tobacco-control.jp/ 
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喫煙率 53.4％→ 24.1％へ  
『産業医・産業看護職が主導する喫煙対策』 で検索 
 http://www.tobacco-control.jp/documents/1405-DrKouchi-open-slide.pdf 



(％） 

 千葉事業所：男性喫煙率の推移 

電工千葉 男性（出向を含む） 電工千葉 男性（出向を含まない） 

喫煙率の調査は毎年4月実施 

H２３年～ 
年１２回の構内全面禁煙 

H２４年～ 
年１３回の構内全面禁煙 H２５年～ 

年１４回の構内全面禁煙 

H２６年４月１日～ 
屋内喫煙所廃止 

（＝建屋内完全禁煙） 

H２２年～ 
年４回の構内全面禁煙 

H２２年１月１日～ 

就業時間内禁煙 
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古河電工男性 全国男性 

2003-2012年の年平均減少率 
   当事業所男性 = {(53.4-24.1)×100/53.4}÷9 = 6.1% 

全国（年齢調整）の喫煙率との比較 

(注) 全国男性の喫煙率（平成24年国民健康・栄養調査報告）は、古河電工の年齢 
階級別従業員数をもとに年齢調整した喫煙率を示した。 

 

（％） 

2003-2012年の年平均減少率 
  全国（年齢調整）：2.7% 
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 職場における喫煙対策 

・ 喫煙者０（ゼロ）  

・ 敷地内全面禁煙 
    2020年1月1日から実施 

   ・周知のため, のぼりを作成 

   ・全ての喫煙所に設置 

   ・構内入口に設置 

     

 最終的な目標 

（利根川豊子. 喫煙対策の現状-ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチの融合. 産業看護 2011 vol.3 no.2） 10 



配布資料「実践喫煙対策マニュアル」を参考に 
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FCTC第8条「受動喫煙からの保護」履行のためのガイドライン  

“Guidelines for implementation Article Article 5.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14” (2011) 

●喫煙室や空気清浄機の工学的な対策では 

    受動喫煙を防止できない 
Approaches other than 100% smoke free environments, including ventilation, air filtration and the 

use of designated smoking areas (whether with separate 

 ventilation systems or not), have repeatedly been shown to be ineffective and there is conclusive 

evidence, scientific and otherwise, that engineering approaches do not protect against exposure to 

tobacco smoke. 

 

●100％完全禁煙以外に手段はない 
 

FCTC発効から５年以内(2010年2月27日)に 

 建物内を100%完全禁煙とする 

受動喫煙防止法の成立と施行を求めている。 

世界中では飲食店のなどサービス産業も 

含め全面禁煙化。 
Each Party should strive to provide universal protection within five years of 

the WHO FCTC’s entry into force for that Party. 

 
http://www.who.int/fctc/protocol/guidelines/adopted/guidel_2011/en/index.html 

2007年、第２回締約国会議で採択 

2011年、ガイドラインとして発表 

産業医大・大和先生HP 



改正の概要  実情に応じた措置の努力義務 

  ○ 受動喫煙防止対策の例（ハード面） 

労働安全衛生法の一部を改正する法律 

 
敷地内全面禁煙 

 

受動喫煙を完全に排除
可能設備投資が不要 

 

喫煙者の理解を得るこ
とが必要 

 

建物内全面禁煙 
（屋外喫煙所） 

 

維持費は喫煙室より 
安価 

 

喫煙所の設置場所に配
慮が必要 

 

空間禁煙 
（喫煙室） 

 

喫煙者・非喫煙者双方
の理解が得やすい 

設備投資や維持費がか
かる喫煙室からの煙の

漏れに注意が必要 

 

喚気措置 
（接客業など） 

 

顧客がたばこを吸う場
合でも、対策が可能 

 

受動喫煙を完全には防
止できない 

【対策】 【メリット】 【考慮すべき点】 

受
動
喫
煙
防
止
の
効
果 

高 
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① 現状把握 ＋ 喫煙対策が必要な理由を明確化 

② 経営層トップの決意表明 

③ 中長期計画を策定 P （Plan） 

   ⇒ その上で、短期計画・年間計画を策定 

④ 実施項目、時期、担当者を決めて実行 D （Do）   
⇒ 安全衛生委員会（衛生委員会）の活用 

     喫煙対策委員会などの設置も有効 

⑤ ④の実施した内容を確認、効果評価 C （Check） 

⑥ ⑤の内容を次年度の計画に活用 A （Action） 

 職域の喫煙対策の進め方 

14 



職域の喫煙対策の進め方 
 ⇒ 労働衛生５管理の視点で 

 ・作業環境管理・・・測定実施 

 ・作業管理・・・喫煙時間・方法 

 ・健康管理・・・禁煙支援、保健指導 

 ・労働衛生管理体制・・・年間計画、ルール 
作成、喫煙対策委員会、数値目標 

 ・労働衛生教育・・・従業員・管理職教育 

 （職場巡視・・・毎回チェック） 
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 職域の喫煙対策の進め方 
（産業保健職の関わり方） 

１．会社, 事業所全体で取り組む． 

 

２．目的, 目標（長期, 中期, 短期）を明確にする． 

 

３．喫煙率（性別, 職場別など）を提示し評価する． 

 

４．タバコの最新情報をこまめに発信する． 

 

５．ポピュレーションアプローチと個別支援の両面から 

  展開する． 

 

 

経年的に,根気よく 

あれやこれやの 

総合対策 

（利根川豊子. 喫煙対策の現状-ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチの融合. 産業看護 2011 vol.3 no.2） 

⇒産業医・産業看護職はコーディネート機能を発揮する 
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 職場禁煙化のポイント  
１．啓発活動は喫煙者だけでなく、非喫煙者も一緒に 

  全従業員にタバコ問題の知識の普及を図る 

  （喫煙者だけが疎外されているような気持ちにならないように） 

 

２．禁煙希望者には十分なサポートを提供する 

  （産業医による禁煙治療, 産業看護職によるサポート体制） 

 

３．各職場の安全衛生担当者の協力を得る 

  （管理監督者、安全、衛生の立場の者は、率先垂範して禁煙） 

 

４．禁煙化計画の周知は事前に十分な余裕をもって行う 

  （喫煙者の反発によって計画が頓挫しないように） 

・  ・ ・  ・ 
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職域の喫煙対策の４本柱 
労働衛生３管理  作業環境管理 →  受動喫煙防止対策 

            健康管理    →  禁煙支援・啓発・防煙対策 

防煙対策 禁煙支援対策 

啓発対策 

 

快適職場形成 

健康保持増進 

 

受動喫煙防止対策 

（利根川豊子. 喫煙対策の現状-ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチの融合. 産業看護 2011 vol.3 no.2） 

・漏れない分煙 

・コストは最小限に 

・禁煙したい方に 

 しっかりサポート 

・正しい知識の普及 

・禁煙のきっかけ作り 

・喫煙者にならない 

・再喫煙防止 
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留意事項 

１．事業者、管理監督者、従業員との人間関係を良好
に保つこと。（従業員等の意見は丁寧に聞き取り、産業保健職
が孤立したり、対立したりすることは避ける） 

 

２．事業者、管理監督者、従業員に喫煙対策の重要性
について、理解を得ること。（喫煙対策は健康の確保だけで
なく、従業員のモラールや企業の業績の向上にも寄与する可能性
がある活動であることを訴え続けること） 

 

３．喫煙対策に関する目標が達成されなかった場合に
は、原因分析を確実に行うこと。（最終目標を明確に示し
、計画を見直し、短期的・中期的な目標が達成されない場合でも
焦らず、落ち込まずに粘り強く活動することが重要） 
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２０１５年度～ 喫煙対策５カ年計画 

事業所長名で発信 
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2015年度目標（短期目標） 

21 

※STEP１：出入り口周辺５ｍ以内の喫煙所の移設・廃止 
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2017年度末までの目標（中期目標） 

※STEP２：出入り口周辺１０ｍ以内の喫煙所の移設・廃止 
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2019年12月末までの目標（長期目標） 

※STEP３：出入り口周辺２０ｍ以内の喫煙所の移設・廃止 



 当事業所の喫煙対策の経緯1 
【初期】 
 １９９０年ごろ 

  事務室では机上での喫煙不可に. 

 １９９４年 

  工場では、１ラインに１箇所にあった喫煙所を作業場１箇所に. 

 １９９６年 

  「職場における喫煙対策ガイドライン」に沿った空間分煙の展開.   
喫煙室、喫煙コーナーの設置と空気清浄機の導入. 

  喫煙率, 意識調査, ＣＯ測定, 禁煙支援などを実施.  

 ２０００年 

  喫煙所調査結果、喫煙箇所が多いため減らす. 

 ２００３年 

  「（改正）職場における喫煙対策ガイドライン」の展開. 

  空間分煙の徹底. 喫煙所を更に減らす（約半数になる）  

『スモークバスターズ禁煙 
プログラム』などを活用し
て禁煙支援を実施 
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(％） 

男性喫煙率の推移 
男性（出向を含む） 男性（出向を含まない） 

喫煙率の調査は毎年4月実施 

【初期】 
喫煙所削減 

（191ヶ所⇒100ヶ所） 
 

【初期】 
改正ガイドラインにそった 

喫煙室の設置 
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 当事業所の喫煙対策の経緯2 
【第１期】 
 ２００５年～２００７年 

 「喫煙対策３カ年計画」の企画展開 

【第２期】 
 ２００８年～２０１２年 

 「生活習慣病予防対策５カ年計画」の企画展開.  

            

【第３期】 
 ２０１４年 

 「２０２０年 敷地内全面禁煙５カ年計画」企画案の策定 

 ２０１５年～２０１９年 

 「敷地内全面禁煙に向けた５カ年計画」の企画展開  
26 



喫煙対策３ヶ年計画 
（２００５年度～２００７年度） 

1）喫煙率を下げる 

    男性喫煙率 51.7％（2004年）を 

    3年後には40.0％に下げる 

2）「喫煙行動基準」「喫煙所使用基準」の 

    作成と遵守の徹底 

3）喫煙所設置数を減らし、快適職場を推進する 

    30％減を目指す 

     

4）タバコ自販機の撤去 
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 職域における喫煙対策の目的 

１．企業の財産である従業員の健康を守る 

 

２．職業関連疾患を防止する 

 

３．健康保険組合が支出する医療費の増加を抑制する 

 

４．喫煙に関わる費用の抑制 

 

５．社会的責任を果たす 

法的背景 

◆ 「健康増進法」 

◇ 「労働安全衛生法」 

    快適職場の形成 

    喫煙対策ガイドライン 

（利根川豊子. 喫煙対策の現状-ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチの融合. 産業看護 2011 vol.3 no.2） 

喫煙者自身の健康はもとより、受動喫煙による健康被害を防止する 

喫煙所設置・管理費用・ゴミ処理費用等 

の削減を図る 

※「古河電工(株)千葉事業所 喫煙対策3ヶ年計画」 （２００５～２００７年）の目的 

粉塵職場、鉛取扱い職場、特別化学物質取扱い職場等での禁煙 

タバコは環境問題と深く関わる 

28 



 １年目の計画と実施（2005年） 

１．「喫煙所利用基準」の策定 
 
２．出前健康教室の開催 
  「タバコの真実を知る～もうだまされない！～」 
 
３．「禁煙教室」の開催 
    
４．「全国労働衛生週間」行事  標語とポスターの募集 
 
５．歓送迎会、飲み会など会場禁煙の呼びかけ 
 
６．「長期の休みは禁煙のチャンス！」を呼びかけ 
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  １．「喫煙所利用基準」の策定 

           パウチして喫煙所に貼付 

ポイント 

① 喫煙は休憩ではない 

② 喫煙のみ。長居しない（椅子の撤去、飲食   

   打ち合わせ、携帯など禁止） 

③ 水、灰皿、蓋付きの吸殻入れの設置 

④ 防火に努める 

⑤ 管理責任者の設置 
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 現在までに、改正を繰り返し… 
 
① 喫煙可能時間は、休憩時間のみ 
② 自身の副流煙曝露を低減するために、 
  喫煙後は速やかに喫煙所から離れる 
③ タバコに関連するゴミは、各自持ち帰る 
④ 喫煙所には灰皿、吸殻入れは置かない。 
  火を消すための水を用意する 
⑤ 喫煙所には、椅子を置かない 
⑥ 喫煙所では、休憩、飲食、打ち合わせ、 
  会議などを行わない 
⑦ 喫煙所では、書類、新聞等を読まない。 
⑧ タバコの火は確実に消し、防火に留意する 
⑨ 換気扇・排気口、吸気口はタバコ煙排気 
  の効率が低下しないように清掃する。 
⑩ タバコ煙と灰による汚れはこまめに清掃し、 
  清潔にする。 
⑪ 喫煙場所を利用するときは、タバコ煙が 
  周辺に漏れないように留意する 
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参加人数 
１３３０名 

60回開催   

  
出前健康教育 実施 
 

職場の都合に 

合わせて、時間を
設定しました 

朝８時など 
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 ２年目の計画と実施（2006年） 

１．「安全衛生委員会メンバーの率先垂範」 

 

２．「禁煙の輪を広げよう！ミニ講座」 

    毎月の安全衛生委員会で講話。 

    そのスライドを各職場に配信 

 

３．「禁煙教室」の開催 

    対象：喫煙率４０％以上の職場の喫煙者 

 

４．喫煙対策の職場表彰の設置 

    （毎年安全大会で表彰）  

５．標語の募集    
33 



 ３年目の計画と実施（2007年） 

１．「5月31日世界禁煙デー」 

  敷地内全面禁煙実施（２４時間） 

 

２．「禁煙キックオフ大会」 

  「5月31日世界禁煙デー」スタート 

 

３．「禁煙教室」の開催 

 

４．標語募集 
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協力を呼び掛けるため、 
全従業員へ配布 
（予算をかけて, 周知） 
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(％） 

男性（出向を含む） 男性（出向を含まない） 

喫煙率の調査は毎年4月実施 

喫煙対策3カ年計画 

（目標達成） 

Ｈ19年 
世界禁煙デー 

構内全面禁煙開始 

【第１期】 

男性喫煙率の推移 
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(％） 

男性（出向を含む） 男性（出向を含まない） 

喫煙率の調査は毎年4月実施 

生活習慣病予防対策5カ年計画 

【第2期】 

男性喫煙率の推移 
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(％） 

男性（出向を含む） 男性（出向を含まない） 

喫煙率の調査は毎年4月実施 

生活習慣病予防対策5カ年計画 

【第2期】 

H21年 JISHA方式適格OSHMS認定 
労働安全衛生マネジメントシステム 

男性喫煙率の推移 
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(％） 

男性（出向を含む） 男性（出向を含まない） 

喫煙率の調査は毎年4月実施 

【第２期】 
H２０年～２４年 

生活習慣病予防対策 
５年後目標２５％以下 

 

H２０年１１月１日より 
喫煙室の灰皿撤去 
携帯灰皿持参 

H２２年１月１日～ 
就業時間内禁煙 

 

H２０年１０月１日より、 
所定就業時間内での喫煙は 
「２回以内 【最大１０分／回】のみ」  

H２３年～ 
年１２回の２４時間 
構内全面禁煙を実施 

H２２年～ 
年４回の構内全面禁煙 

男性喫煙率の推移 

47 



【本館 屋外の喫煙所】 
お客様、外来者もここで喫煙 
 2008年12月から灰皿撤去 

 吸殻は携帯灰皿に入れ持ち  

 帰ることになりました 
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２０１０年１月１日から  

就業時間内禁煙 
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 「卒煙教室」開催 

２００９年 

 ６月～１２月毎月開催（計１１回開催） 

  千葉事業所長も教室のはじめに、 

    禁煙の必要性を講話 

 

２０１０年 

  出前卒煙教室開催 

  喫煙率が平均（２９．８％） 

  より高い職場が対象 

『なぜタバコがやめられないのか」 
特性要因図を用いたグループワークを実施 
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(％） 

男性（出向を含む） 男性（出向を含まない） 

喫煙率の調査は毎年4月実施 

生活習慣病予防対策5カ年計画 

【目標達成できず・・・】 

【第2期】 

男性喫煙率の推移 
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 ２０１２年度  
禁煙率低減・全面禁煙向けた施策の強化 

構内全面禁煙デー １３回／年実施 

   （安全衛生委員会開催日＋世界禁煙デー） 

屋内喫煙所を現状の５０％削減 （２年計画で屋内喫煙所の廃止） 

電工男性（出向を含む）の喫煙率 ２５％以下にする  

禁煙教室（2～3月に勉強会開催 協力会社） 

禁煙チャレンジ4週間（7・8月～9月） 

勉強会（高喫煙率職場・会社）6月・8月 
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 敷地内全面禁煙の周知 

事業所長名で発信 
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お客様、納入業者に対して 

事業所長名で発信 

54 



(％） 

男性（出向を含む） 男性（出向を含まない） 

喫煙率の調査は毎年4月実施 

H２３年～ 
年１２回の構内全面禁煙 

H２４年～ 
年１３回の構内全面禁煙 H２５年～ 

年１４回の構内全面禁煙 

H２５年度末までに 
屋内喫煙所廃止 

（＝建屋内完全禁煙） 

H２２年～ 
年４回の構内全面禁煙 

男性喫煙率の推移 
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53.4  
51.0  

46.5  
44.2  

37.5  35.8  35.3  

29.8  

24.9  24.1  25.7  24.1  

55.3  
52.9  

48.4  48.9  50.4  
47.7  48.1  

40.9  41.0  42.1  

0.0

20.0

40.0

60.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

古河電工男性 全国男性 

2003-2012年の年平均減少率 
   当事業所男性 = {(53.4-24.1)×100/53.4}÷9 = 6.1% 

継続的な喫煙対策の効果 

(注) 全国男性の喫煙率（平成24年国民健康・栄養調査報告）は、古河電工の年齢 階級別従業員数をもとに年齢調整した喫煙率を示した。 
 

（％） 

2003-2012年の年平均減少率 
  全国（年齢調整）：2.7% 

個別支援にお金をかけなくても、最終目標を示し、会社として短期・中期・長期で 
計画を立て、継続的・段階的に活動することで喫煙率の低減を図ることができる。 
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職場の受動喫煙の状況 
（１） 事業所での対策の実施状況（規模別） 

42.0  

17.7  

27.1  

28.5  

32.4  

34.5  

38.3  

41.4  

43.3  

19.4 

79.4 

62.1 

55.1 

48.8 

40.8 

30.7 

21.7 

15.3 

0 20 40 60 80 100

全体 

5000人以上 

1000～… 

500～999人 

300～499人 

100～299人 

50～99人 

30～49人 

10～29人 

(%) 

全面禁煙 空間分煙 

【出典】 平成２４年労働者健康状況調査 

 ・実施機関 厚生労働省大臣官房統計情報部（統計法に基づく一般統計調査） 
 ・調査の範囲 

  ［事業所］ 約13,000事業所（常用雇用者を10人以上雇用する民営事業所から層化抽出法により抽出） 
   ［労働者］ 約18,000人    （上記事業所に雇用されている労働者のうちから層化抽出法により抽出） 

平成26年9月12日 受動喫煙防止セミナー 労働安全衛生法改正における受動喫煙防止対策の要点 厚生労働省 

※特に断りがない場合は単一回答です。 

58 



36.5  

29.4  

24.1  

29.8  

39.1  

28.5  

44.5  

38.6  

41.3  

43.5  

46.5  

41.7  

40.9  

77.2  

70.7  

25.0  

52.8  

42.0  

11.6  

13.5  

24.6  

13.1  

14.5  

17.2  

19.7  

24.8  

21.4  

24.8  

32.4  

29.9  

31.3  

7.0  

13.7  

60.6  

27.4  

19.4  
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農業、林業 

鉱業、採石業、砂利採取業 

製造業 

宿泊業、飲食サービス業 

建設業 

生活関連差―ビス業、娯楽業 

卸売業、小売業 

運輸業、郵便業 

サービス業（他に分類されないもの） 

複合サービス事業 

学術研究、専門・技術サービス業 

不動産業、物品賃貸業 

金融業、保険業 

医療、福祉 

教育、学習支援業 

電気・ガス・熱供給・水道業 

情報通信業 

全業種計 

職場の受動喫煙の状況 
（２） 事業所での対策の実施状況（業種別） 

【出典】 平成24年労働健康状況調査 
平成26年9月12日 受動喫煙防止セミナー 労働安全衛生法改正における受動喫煙防止対策の要点 厚生労働省 
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改正の概要 

  キーワードは以下の３点 

労働安全衛生法の一部を改正する法律 
 

① 実情に応じた措置の努力義務 
 

②  国の援助規定 
 

③  ５年後見直し規定 

平成26年9月12日 受動喫煙防止セミナー 労働安全衛生法改正における受動喫煙防止対策の要点 厚生労働省 
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○ 受動喫煙防止対策が規定された安衛法の「章」 

労働安全衛生法の一部を改正する法律 
 

平成26年9月12日 受動喫煙防止セミナー 労働安全衛生法改正における受動喫煙防止対策の要点 厚生労働省 

【今までは・・・】 

 「快適な職場環境の形成のための措置」 
の一環として職場の受動喫煙防止対策を実施 

  ・安全衛生の水準の向上を図るための活動 

     → 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 

    

【これからは・・・】 

 「労働者の健康の保持増進のための措置」 
として職場の受動喫煙防止対策を実施 

   ・・・作業環境測定、健康診断と同じ章    

位置づけ見直し・考え方の転換 61 



改正の概要 ① 実情に応じた措置の努力義務 

労働安全衛生法の一部を改正する法律 
 

 事業者は、労働者の受動喫煙※を
防止するため、当該事業者及び事業
場の実情に応じ、適切な措置を講ず
るよう努めるものとする 

（新第68条の2） 

※ 室内またはこれに準ずる環境において、他人のたば
この煙を吸わされること 

平成26年9月12日 受動喫煙防止セミナー 労働安全衛生法改正における受動喫煙防止対策の要点 厚生労働省 
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改正の概要 ① 実情に応じた措置の努力義務 

労働安全衛生法の一部を改正する法律 
 

 事業者が下記２点について努力 

    ① 各事業場の現状について把握・分析 
    ② ①を踏まえ実行可能な措置の検討 

「事業者および事業場の実情に応じた措置」 
とは？ 

平成26年9月12日 受動喫煙防止セミナー 労働安全衛生法改正における受動喫煙防止対策の要点 厚生労働省 

各事業場で実行可能な措置のうち 

最も効果的なもの！ 
（国がある特定の措置を事業者に求めるものではない） 
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改正の概要 ① 実情に応じた措置の努力義務 

労働安全衛生法の一部を改正する法律 
 

「事業場の現状」とは？ 

平成26年9月12日 受動喫煙防止セミナー 労働安全衛生法改正における受動喫煙防止対策の要点 厚生労働省 

○ 現在の喫煙の状況 

    顧客や労働者の喫煙率など 

○ 講じている対策 

    敷地内全面禁煙？ 建物内全面禁煙？ 空間分煙？・・・ 

○ 配慮すべき顧客・労働者の有無 

    妊婦・呼吸器疾患の患者さん・未成年 ・・・ 

○ 施設構造 

    住宅密集地ではないか？ （屋外喫煙所） 
     屋外排気のダクトが設置可能か？ （空間分煙）    など 
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改正の概要  実情に応じた措置の努力義務 

  ○ 受動喫煙防止対策の例（ハード面） 

労働安全衛生法の一部を改正する法律 

 
敷地内全面禁煙 

 

受動喫煙を完全に排除
可能設備投資が不要 

 

喫煙者の理解を得るこ
とが必要 

 

建物内全面禁煙 
（屋外喫煙所） 

 

維持費は喫煙室より 
安価 

 

喫煙所の設置場所に配
慮が必要 

 

空間禁煙 
（喫煙室） 

 

喫煙者・非喫煙者双方
の理解が得やすい 

設備投資や維持費がか
かる喫煙室からの煙の

漏れに注意が必要 

 

喚気措置 
（接客業など） 

 

顧客がたばこを吸う場
合でも、対策が可能 

 

受動喫煙を完全には防
止できない 

【対策】 【メリット】 【考慮すべき点】 

受
動
喫
煙
防
止
の
効
果 

高 
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